
総合的な担い手・施工確保対策についての一部改正　新旧対照表

【別紙】 【別紙】
工事積算で「施工箇所が点在」を使用した場合の発注について 工事積算で「施工箇所が点在」を使用した場合の発注について

(１)対象工事 (１)対象工事

(２)格付要件 (２)格付要件

千円未満 千円未満

千円未満 千円未満

※ ※

(３)事例：参考 (３)事例：参考
○事例① ○事例①

千円 千円

千円  ・　Ｂ　級 千円  ・　Ｂ　級

千円  ・　ＢＣ級 千円  ・　ＢＣ級

千円  ・ＡＢＣ級 千円  ・ＡＢＣ級

○事例② ○事例②

千円 千円

千円  ・Ａ　　級 千円  ・Ａ　　級

千円  ・ＡＢ　級 千円  ・ＡＢ　級

千円 千円

○事例③ ○事例③

千円 千円

千円 千円

千円  ・Ａ　　級 千円  ・Ａ　　級

千円 千円

　　　附　　則

この通知は、令和 ８ 年 ２ 月 １ 日から施行する。

　施工箇所が点在する工事は、それぞれの点在箇所毎の格付等級を含めることがで
きるものとする。ただし、配置予定技術者の資格要件等を考慮して、金額に上限を
設けるものとする。

発注金額

45,000 千円未満

新 旧

　「施工箇所が点在」で積算した工事を発注する場合の等級等の考え方については、以
下のとおりとする。

　原則として、「入札不調(災害復旧工事等を含む全ての工事)になった工事（公
共・県単）で、工事内容が同一のもの」とするが、「入札不調が懸念される工事に
ついては、当初発注から適用するもの」とする。

　「施工箇所が点在」で積算した工事を発注する場合の等級等の考え方については、以
下のとおりとする。

　原則として、「入札不調(災害復旧工事等を含む全ての工事)になった工事（公
共・県単）で、工事内容が同一のもの」とするが、「入札不調が懸念される工事に
ついては、当初発注から適用するもの」とする。

点在箇所毎の
設計金額

点在箇所毎の
設計金額

12,000
→

30,000
→

格付
等級

要件(全て満たす必要有) 金額:税込
摘要

箇所毎の設計額 発注額の上限

(Ｃ級の発注要件) (専任不要)
Ｃ級

全て 20,000

Ｂ級
全て 50,000 100,000 千円未満

(Ｂ級の発注要件) (主任技術者)

Ａ級

発注金額が100,000千円未満であっても「専任の監理技術者」を要件とする場合(下
請負額50,000千円以上)は、特定建設業許可が必要となります。

発注金額 30,000 45,000千円未満 公告時の格付等級(例)

新たに
Ｃ級も可

12,000 全て20,000千円未満

6,000

発注金額 60,000 100,000千円未満 公告時の格付等級(例)

新たに
Ｂ級も可
(Ｃ級不可)

22,000 全て50,000千円未満

8,000

公告時の格付等級(例)85,000 100,000千円未満

点在箇所毎の
設計金額

20,000
→ Ａ級のみ

(BC級不可)
55,000 　いずれか50,000千円

以上10,000

　施工箇所が点在する工事は、それぞれの点在箇所毎の格付等級を含めることがで
きるものとする。ただし、配置予定技術者の資格要件等を考慮して、金額に上限を
設けるものとする。

格付
等級

要件(全て満たす必要有) 金額:税込
摘要

箇所毎の設計額 発注額の上限

Ｃ級
全て 15,000 40,000 千円未満

(Ｃ級の発注要件) (専任不要)

80,000 千円未満

(Ｂ級の発注要件) (主任技術者)

Ａ級

発注金額が80,000千円未満であっても「専任の監理技術者」を要件とする場合(下
請負額45,000千円以上)は、特定建設業許可が必要となります。

Ｂ級
全て 40,000

発注金額 30,000 40,000千円未満 公告時の格付等級(例)

点在箇所毎の
設計金額

12,000
→ 新たに

Ｃ級も可
12,000 全て15,000千円未満

6,000

発注金額 60,000 80,000千円未満

　いずれか40,000千円
以上

公告時の格付等級(例)

点在箇所毎の
設計金額

30,000
→ 新たに

Ｂ級も可
(Ｃ級不可)

22,000 全て40,000千円未満

8,000

10,000

発注金額 85,000 80,000千円未満 公告時の格付等級(例)

点在箇所毎の
設計金額

20,000
→ Ａ級のみ

(BC級不可)
45,000


